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イラストは、郷土出身（八尾市在住）の 

漫画家 篠原とおる先生の寄稿作品です。 

 

 

 

日程 ４月 ８日（月）１２：００～ 

１７日（水）１５：１０～ 

２５日（木）１３：００～ 

去る３月 3 日、山根グラウンドに於いて新居浜市消防観閲式が実施されまし

た。この観閲式におきまして、船木分団は部隊訓練と梯子乗り操法を披露いたし

ました。 

梯子乗り操法は、藤田昌士さん(七宝台)と高橋良徳さん(下池田)が披露されま

した。船木分団の梯子の演技は圧巻です。その統率のとれた演技をするには多く

の練習時間を要し、多くのご苦労があったものと思います。 

地元地域の安全・安心を守る為に活動されている消防団の皆さまには感謝と敬

意を表します。 

平成 25 年新居浜市消防観閲式 表彰者  団長表彰（団体） 船木分団 

長年にわたり功労のあった消防団員等に対し、国・県・市・関係団体からそれ

ぞれ表彰が行われました。船木分団からは以下の方々が受賞されました。(敬称略) 

・日本消防協会長表彰 （精績章）    髙橋 照雄（分団長）(上池田) 

（勤続章）    仙波 憲一（林下原） 

・愛媛県消防協会長表彰（功績章）    鴻上 哲郎（副分団長）(元船木) 

           （勤続章 15 年） 藤田 伸司（下池田） 

           （勤続章 10 年） 高橋 正範（元船木団地） 

           （内助の功労   藤田 尚美（藤田正彦夫人）(高祖)          

・市長表彰      （功労章）    藤田 昌士（七宝台） 

                   池西 朋睦（上池田） 

 

期 間 

     平成２５年４月６日(土)～４月１５日(月) 

 スローガン 

   『お年寄り 孫のお手本 いい横断』 

 運動の基本 

☆子どもと高齢者の交通事故防止                      

１)新入園児・新入学児童及び高齢者の交通安全意識の高揚を図る。           

２)子どもと高齢者に対する保護意識の高揚を図る。 

☆ 飲酒運転の根絶                                   

１) 飲酒運転は家庭の崩壊、身の破滅 

☆夕暮れ時・夜間の交通事故防止                     

１)早めの点灯、相手に知らせ事故防止。                      

２)夜間、早朝の散歩は反射材の着用を。相手に知らせ身を守る。                                                                                    

“そのマナーとなりの子供が見て育つ”『 みんなで目指そう アンダー５０』 

 

 

  1日(月) 連合自治会長会 

5日(金) 長寿会 定例会 

6日(土) 体育振興会執行部会 

7日(日) 船木の自然を守る会活動日 

8日(月) 小学校入学式 

9日(火) 

中学校入学式 

自治会女性部 総会 

少年補導委員会 定例会 

11日(木) 社会福祉協議会 役員会 

12日(金) 民生児童委員会 定例会 

13日(土) 
体育振興会推進委員会 

交通安全協会 定例会 

20日(土) 青少年健全育成会 定例会 

22日(月) 公民館報編集委員会 

24日(水) 体育振興会推進委員会 

25日(木) 社会福祉協議会総会 

２９日(月) 昭和の日（休館日） 

5月１日 連合自治会長会 

  5日 船木の自然を守る会活動日 

 

 

 

 

船木小学校 
９ (火)・２３ (火) 

13:00～13:40 

七宝台自治会館 
９ (火)・２３ (火) 

14:00～14:40 

 交通安全協会 船木支部 

人 口 ７，５０４人 
（男） ３，５１９人 
（女） ３，９８５人 
世帯数 ３，２９９世帯 

平成24年12月末現在 

 船木郵便局では、重度の身体障害者(１級・２

級の身体障害者手帳被交付者)の方に、｢青い鳥

郵便はがき｣をお一人につき２０枚を無償配布

いたします。 

 4/1～5/31 までに、身体障害者手帳をご持

参の上、船木郵便局窓口に申請をしてください。

問合せ：船木郵便局 電話４３－７９４８ 
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日時・場所 

４月 ６日(土)14:05～14:55 船木公民館 

４月１４日(日)14:40～15:00  林ノ端団地運動公園 

４月１4 日(日)13:50～14:15 高祖自治会館 

○お近くの会場に行けない場合は、他の会場か動物病院で狂

犬病予防注射を必ず受けさせてください。 

料 金 

･狂犬病予防集合注射 ２，８５０円 

･新 規 登 録 ３，０００円 

問 合 せ 先 

市役所環境保全課(２階) ☎６５‐１５１２ 

※詳しくは市政だより４月号をご覧ください。 
 

飼い主のマナーについて 

○敷地内で繋ぐか、逃走しない柵内で飼いましょう。 

○飼い犬に責任を持ち、きちんとしつけをして、鳴き声や悪

臭で他人に迷惑をかけないように心配りをしましょう。 

○散歩時はフンの処理道具(ﾋﾞﾆｰﾙ袋､ｼｬﾍﾞﾙ等)を必ず持ち､家

に持って帰り燃やすごみで処理しましょう。 

○犬を捨てたり、野犬へのエサやりは、してはいけません。 

○飼い犬も家族の一員として、責任と愛情を持って、最後ま

で飼いましょう。 

 

 

４月１２日（金）は新居浜市公民館連絡協議会総会のた

め、１５時から公民館事務室を閉めさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、お急ぎの方は教育委員会社

会教育課（電話 ６５－１３００）にお願いいたします。 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４６回にいはま春の市民文化祭が次の日程で開催されま

す。船木校区の代表として、第 3 部 4月14日 ≪葵の会≫3 番

目に出演いたします。ぜひ、ご来場ください。 

【芸能の部】 

第１部 ４月 ７日（日） １３：３０～ 

市民文化センター 大ホール 

第２部 ４月１３日（土） １３：００～ 

市民文化センター 中ホール 

第３部 ４月１４日（日） １３：３０～ 

     市民文化センター 中ホール 

第４部 ４月２０日（土） １３：００～ 

市民文化センター 中ホール（琴衛会） 

第５部 ４月２１日（日） １４：００～ 

市民文化センター 大ホール 

市民吹奏楽団 スプリングコンサート 

※入場無料（整理券は公民館・市役所(スポーツ文化課)にあります。） 

【美術の部】    ※入場料無料 

期 間・前期 ４月１３日（土）～１８日（木） 

     日本画・写真・文芸（短歌・俳句・川柳）・華道 

   ・後期 ４月２０日（土）～２５日（木） 

     洋画・書道・デザイン・版画 

工芸（陶芸・美術工芸・彫塑立体） 

ロビー茶会 4 月 20 日(土 10：30～15：00 呈茶料 250 円 
 
場 所 新居浜市立郷土美術館 

＊4 月１９日(金)は作品入れ替えのため、展示はありません。 

問合せ先：スポーツ文化課(５階) 電話 ６５‐１３０３ 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

去る平成 25 年３月２日（土）に新居浜市市民文化センタ

ー中ホールにおいて、第５３回新居浜市公民館研究大会が開

催されました。大会の中で、公民館活動に長年携わり支えて

くださった方々に表彰があり、感謝状が贈呈されました。お

めでとうございます 

『公民館活動功労者表彰』 
公民館運営審議会委員 

社会福祉協議会船木支部副支部長 

交通安全協会船木支部顧問  

見守り推進委員 

  村上 武紀さん（左） 

公民館運営審議会委員 

かぶと踊り保存会会長  

藤田 豊治さん（右） 

 

  一日の平均値が１立方メートルあたり７０マイクログラ

ムを超えると予測される場合に、注意喚起します。 

 １ 注意喚起する時間帯 

  ・朝８時頃までに愛媛県が市などへ連絡する予定です。 

 ２ 注起喚起があった日の行動の目安 

  ・なるべく外出や屋外での激しい運動は控える。 

 ３ お知らせする方法 

  ・防災行政無線 

・市メールマガジン  ・市ホームページ 

  ・市ツイッター   ・テレビ、ラジオ等報道機関 

 ※その他、愛媛県のホームページや環境省ホームページ

でも、PM2.5 の情報を提供しております。 

 

 新居浜市環境部環境保全課 

≪葵の会≫ 

 

 

 

 

平成２５年６月６日、７月１１日を基準日として、平成２

５年国民生活基礎調査が実施されます。「統計法」に基づい

た基幹統計調査として国が毎年実施しております。 

 保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的事項を

調査し、その結果は厚生労働行政の企画及び運営に必要な基

礎資料となります。 

 この度、皆さまの校区の一部が調査地域に選定されており、

４月～７月にかけて調査員がお伺いしますので、ご回答をお

願いします。 

【船木校区の調査地域】 

船木１０３２・１０７２～１２１４・１２４９～４６５１

番地付近 

調査に関するお問い合わせ先 

東予地方局西条保健所企画課 ０８９７－５６－１３００ 

 

平成 12 年以来、13 年間にわたる永き

の間、務めてこられました菊原武子さん

が定年となり 3 月 31 日をもって退職さ

れました。いつも公民館の維持・管理に

気配りいただき、たいへん感謝していま

す。ありがとうございました。 

ほんとうに長い間、ごくろうさまでした。 

 


